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宅建業法に関する訂正内容 

１．市販のテキスト（動画で学べる宅建士テキスト） 

 
p70  

テキストに掲載された以下の表の 8 と 9の間に、次の 8-2 を追記。YouTube にアップしている
法改正 2026 の動画をご参照いただいた上で、「管理者等＝マンション管理業者」との簡略的な追
記のみでも結構かと思います。 

8-2 
1 棟の建物及び敷地の管理者等が、当該 1棟の建物及びそ
の敷地に係る管理組合から委託を受けて管理事務を行う
マンション管理業者である場合にあっては、その旨 

〇 × 

 
 
（テキストの表）

 
 
 
 



2 
 

２．マスターシート 

 
P8（右上） 

前のページのテキストと同じ訂正です。マスターシートにおいても、同様に 8-2を追記。ま
た、同じように「管理者等＝マンション管理業者」との簡略的な追記のみでも結構かと存じま
す。 

 

（マスターシートの表） 

 
 
 


